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仕事と生活の調和の実現に向けて   

今般、関係閣僚、経済界・労働界・地方公共団体の代表等からなる「官  

民1、ツプ会議」において、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン  

ス）憲章」及び「仕事と牛活の調和推進〝）ための行動指針」を策定しま  

した 

憲章は、国民的な取組の人きな方向性を示すもので、いま何故仕事と  

生活の調和が必要か、それが実現した社会の姿、関係者が果たすべき役  

割をわかりやすく示しております 

行動指針は、介業や働く首等の効果的な取組、同や地方公共団体の施  

策の方針をホすもので、社会全体び）し」標として年齢階層別就業率、年次  

有給休暇取得率、第1川い竜前後の女性〝）継続就業率など、 14 の数値  

目標を設定しております 

ニれら（／）内ノ容は、「子どもと家族を応援する［1本」重点戦略にも反映  

され、多様な働き方に対応した子育て支援や介護などのための社会的基  

盤づくりを積極的に行うこととされております〔 

働きノノの見L亡l二しは、二れまで労使び）白主性に委ねられていたことから、  

社会的な広がりに欠けておりました今般、政労使の合ノ凱こよりまして  

憲章と行動指針を定紆）たことは、今後、社会全体を動かす大きな起爆力  
となるものと確イ言いたしております   

、ド成20年をいわば「仕事と生活の調和元隼」と位置づけ、政府として  

は、「トップ会議」を推進の中核の場として全力で取り組んでまいり圭  

すが、地域や作業の推進体制づくりを早急に進める必要がありますし〕一  

人でも多くの方に「憲章」と「指針」の趣旨を御理解いただき、／ナ彼の  

取組に積極拍勺に参加していただくことを心よりお願い申し上げます 

内閣府特命担き当人臣（少7・化対策、男女比同参画）  

上〃I穆ケ   
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仕事と生活の調和（ワーク・ライフ㌧バランス）憲章  

〔いま何故仕事と生活の調和が必要なのか〕  

（仕事と生活が両立しにくい現実）   

仕事は、．暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらす。同時に、家事・  

育児、近隣との付き合いなどの生活も暮らしには欠かすことはできない  

ものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増する。   

しかし、現実の社会には、  

安定した仕事に就けず、経済的に自立することができない、  

仕事に追われ、心身の疲労から健康を害しかねない、  

仕事と子育てや老親の介護との両立に悩む  

など仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られる。  

（働き方の二極化等）   

その背景としては、国内外における企業間競争の激化、長期的な経済  

の低迷や産業構造の変化により、生活の不安を抱える正社員以外の労働  

者が大幅に増加する一方で、正社員の労働時間は高止まりしたままであ  

ることが挙げられる。他方、利益の低迷や生産性向上が困難などの理由  

から、働き方の見直しに取り組むことが難しい企業も存在する。  

（共働き世帯の増加と変わらない働き方一役割分担意識）   

さらに、人々の生き方も変化している。かつては夫が働き、妻が専業  

主婦として家庭や地域で役割を担うという姿が一般的であり、現在の働  

き方は、このような世帯の姿を前提としたものが多く残っている。   

しかしながら、今日では、女性の社会参加等が進み、勤労者世帯の過  

半数が、共働き世帯になる等人々の生き方が多様化している一方で働き  

方や子育て支援などの社会的基盤は必ずしもこうした変化に対応したも  

のとなっていない。また、職場や家庭、地域では、男女の固定的な役割  

分担意識が残っている。  

（仕事と生活の相克と家族と地域・社会の変貌）  

このような社会では、結婚や子育てに関する人々の希望が実現しにく  
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いものになるとともに、「家族団らんの時間」や「地域で過ごす時間」  

を持つことも難しくなっている。こうした個人、家族、地域が抱える諸  

問題が少子化の大きな要因の1つであり、それが人口減少にも繋がって  

いるといえる。   

また、人口減少時代にあっては、社会全体として女性や高齢者の就業  

参加が不可欠であるが、働き方や生き方の選択肢が限られている現状で  

は、多様な人材を活かすことができない。  

（多様な働き方の模索）   

一方で働く人々においても、様々な職業経験を通して積極的に自らの  

職業能力を向上させようとする人や、仕事と生活の双方を充実させよう  

とする人、地域活動への参加等をより重視する人などもおり、多様な働  

き方が模索されている。  

（多様な選択肢を可能とする仕事と生活の調和の必要性）   

いま、我々に求められているのは、国民一人ひとりの仕事と生活を調  

和させたいという願いを実現するとともに、少子化の流れを変え、人口  

減少下でも多様な人材が仕事に就けるようにし、我が国の社会を持続可  

能で確かなものとする取組である。   

働き方や生き方に関するこれまでの考え方や制度の改革に挑戦し、個  

々人の生き方や子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様  

な働き方の選択を可能とする仕事と生活の調和を実現しなければならな  

い。   

個人の持つ時間は有限である。仕事と生活の調和の実現は、個人の時  

間の価値を高め、安心と希望を実現できる社会づくりに寄与するもので  

ある。  

（明日への投資）   

仕事と生活の調和の実現に向けた取組は、人口減少時代において、企  

業の活力や競争力の源泉である有能な人材の確保・育成・定着の可能性  

を高めるものである。とりわけ現状でも人材確保が困難な中小企業にお  

いて、その取組の利点は大きく、これを契機とした業務の見直し等によ  

り生産性向上につなげることも可能である。こうした取組は、企業にと  
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って「コスト」としてではなく、「明日への投資」として積極的にとら  

えるべきである。   

以上のような共通認識のもと、仕事と生活の調和の実現に官民一体と  

なって取り組んでいくため、本憲章を定める。  

〔仕事．と生活の調和が実現した社会の姿〕  

1 仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人ひとりがやりが   

いや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭   

や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段   

階に応lじて多様な生き方が選択・実現できる社会」である。   

具体的には、以下のような社会を目指すべきである。  

① 就労による経済的自立が可能な社会  

経済的自立を必要とする者とりわけ若者がいきいきと働くことが   

でき、かつ、経済的に自立可能な働き方ができ、結婚や子育てに関   

する希望の実現などに向けて、暮らしの経済的基盤が確保できる。  

② 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会  

働く人々の健康が保持され、家族・友人などとの充実した時間、   

自己啓発や地域活動への参加のための時間などを持てる豊かな生   

活ができる。  

（卦 多様な働き方・生き方が選択できる社会  

性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意欲と能力を持って様   

々な働き方や生き方に挑戦できる機会が提供されており、子育て   

や親の介護が必要な時期など個人の置かれた状況に応じて多様で   

柔軟な働き方が選択でき、しかも公正な処遇が確保されている。   

〔関係者が果たすべき役割〕  

2 このような社会の実現のためには、まず労使を始め国民が積極的に  

－3－   



取り組むことはもとより、国や地方公共団体が支援することが重要で  

ある。既に仕事と生活の調和の促進に積極的に取り組む企業もあり、  

今後はそうした企業における取組をさらに進め、社会全体の運動とし  

て広げていく必要がある。   

そのための主な関係者の役割は以下のとおりである。また、各主体  

の具体的取組については別途、「仕事と生活の調和推進のための行動  

指針」で定めることとする。   

（企業と働く者）  

（1）企業とそこで働く者は、協調して生産性の向上に努めつつ、職   

場の意識や職場風土の改革とあわせ働き方の改革に自主的に取り   

組む。  

（国民）  

（2）国民の一人ひとりが自らの仕事と生活の調和の在り方を考え、   

家庭や地域の中で積極的な役割を果たす。また、消費者として、   

求めようとするサービスの背後にある働き方に配慮する。  

（国）  

（3）国民全体の仕事と生活の調和の実現は、我が国社会を持続可能   

で確かなものとする上で不可欠であることから、国は、国民運動   

を通じた気運の醸成、制度的枠組みの構築や環境整備などの促進   

・支援策に積極的に取り組む。  

（地方公共団体）  

（4）仕事と生活の調和の現状や必要性は地域によって異なることか   

ら、その推進に際しては、地方公共団体が自らの創意工夫のもと   

に、地域の実情に応じた展開を図る。  
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仕事と生活の調和推進のための行動指針  

1 行動指針の性格   

本行動指針は、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（以  

下「憲章」という。）で示す「仕事と生活の調和が実現した社会」を実現す   

るため、企業や働く者、国民の効果的な取組、国や地方公共団体の施策の方  

針を定める。  

2 「仕事と生活の調和が実現した社会」に必要とされる諸条件  

憲章で示した「仕事と生活の調和が実現した社会の姿」の具体的な3つの  

社会が実現するために必要な条件はそれぞれ以下のとおりである。   

（む 就労による経済的自立が可能な社会  

若者が学校から職業に円滑に移行できること。  

若者や母子家庭の母等が、就業を通じて経済的自立を図ることがで  

きること。  

意欲と能力に応じ、非正規雇用から正規雇用へ移行できること。  

就業形態に関わらず、公正な処遇や能力開発機会が確保されること。  

② 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会  

企業や社会において、健康で豊かな生活ができるための時間を確保  

することの重要性が認識されていること。  

労働時間関係法令が遵守されていること。  

健康を害するような長時間労働がなく、年次有給休暇の取得が促進  

されていること。  

メリハリのきいた業務の進め方などにより時間当たり生産性も向上  

していること。  

取引先との契約や消貴など職場以外のあらゆる場面で仕事と生活の  

調和が考慮されていること。  

③ 多様な働き方・生き方が選択できる社会  

子育て中の親、働く意欲のある女性や高齢者などが、子育て期、中  

高年期といった人生の各段階に応じて多様で柔軟な働き方が可能  

となる制度があり、実際に利用できること。  

多様な働き方に対応した育児、介護、地域活動、職業能力の形成等  
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を支える社会的基盤が整備されていること。   

就業形態に関わらず、公正な処遇や能力開発機会が確保されること  

（再掲）。  

3 各主体の取組  

仕事と生活の調和の実現の取組は、個々の企業の実情に合った効果的な  

進め方を労使で話し合い、自主的に取り組んでいくことが基本であるが、我   

が国の社会を持続可能で確かなものとすることに関わるものであることか   

ら、国と地方公共団体も、企業や働く者、国民の取組を積極的に支援すると   

ともに、多様な働き方に対応した子育て支援や介護などのための社会的基盤   

づくりを積極的に行う。  

（1）企業、働く者の取組   

（総論）  

経営トップがリーダー シップを発揮し、職場風土改革のための意識  

改革、柔軟な働き方の実現等に取り組む。  

労使で仕事と生活の調和の実現に向けた目標を定めて、これに計画  

的に取り組み、点検する仕組みを作り、着実に実行する。  

労使で働き方を見直し、業務の進め方・内容の見直しや個人の能力  

向上等によって、時間当たり生産性の向上に努める。企業は、雇用管  

理制度や人事評価制度の改革に努める。働く者も、職場の一員として、  

自らの働き方を見直し、時間制約の中でメリハリのある働き方に努め  

る。  

管理職は率先して職場風土改革に取り組み、働く者も職場の一員と  

してこれに努める。  

経営者、管理職、働く者は、自らの企業内のみならず、関連企業や  

取引先の仕事と生活の調和にも配慮する。  

働く者は、将来を見据えた自己啓発・能力開発に取り組み、企業は  

その取組を支援する。  

労使団体等は連携して、民間主導の仕事と生活の調和に向けた気運  

の醸成などを行う。  

労使は、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ、労働契約を締結  

し、又は変更すべきものとする。  

（就労による経済的自立）  

・就職困難者等を一定期間試行雇用するトライアル雇用などを活用しつ  
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つ、人物本位による正当な評価に基づく採用を行う。   

パート労働者等については正規雇用へ移行しうる制度づくり等を行  

。   

就業形態に関わらず、公正な処遇や積極的な能力開発を行う。  

（健康で豊かな生活のための時間の確保）  

時間外指導基準を含め、労働時間関連法令の遵守を徹底する。  

労使で長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進など、労働時間   

等の設定改善のための業務の見直しや要員確保に取り組む。  

社会全体の仕事と生活の調和に資するため、取引先への計画的な発   

注、納期設定に努める。  

（多様な働き方の選択）  

育児・介護休業、短時間勤務、短時間正社員制度、テレワーク、在   

宅就業など個人の置かれた状況に応じた柔軟な働き方を支える制度の   

整備、それらを利用しやすい職場風土づくりを進める。  

女性や高齢者等が再就職や継続就業できる機会を提供する。  

就業形態に関わらず、公正な処遇や積極的な能力開発を行う。  

（2：） 国民の取組  

国民一人ひとりが、個々人の多様性を理解し、互いに尊重し合う。  

自らの仕事と生活の調和の在り方について考え、周囲の理解を得な  

がらその実現を目指す。  

家庭や地域の中での自らの役割を認識し、積極的な役割を果たす。  

消費者の一人として、サービスを提供する労働者の働き方に配慮す  

る。  

（3） 国の取組  

（総論）  

全国や地域での国民の理解や政労使の合意形成を促進する。  

次世代育成に対する企業の取組促進のための対策の検討等を進め、  

生活の時間の確保や多様な働き方を可能とする雇用環境整備を目指し  

た制度的枠組みを構築する。  

働き方に中立的な税・社会保障制度の在り方を検討する。  

経済全体の生産性の向上を図っていく観点から、中小企業等の生産  

性向上（地域資源活用促進プログラムによる新事業創出支援、ITを  
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活用した財務会計の整備、下請適正取引等の推進や資金供給の円滑化  

等）など包括的な取組を引き続き着実に推進する。   

先進企業の好事例等の情報の収集・提供・助言、中小企業等が行う  

労働時間等設定改善の支援等、仕事と生活の調和の実現に取り組む企  

業を支援する。   

労働基準法、労働契約法、パートタイム労働法等関係法令の周知を  

図るとともに、法令遵守のための監督指導を強化する。   

顕彰制度や企業の取組の診断・点検を支援すること等により、積極  

的取組企業の社会的な評価を推進する。   

働く者等の自己啓発や能力開発の取組を支援する。  

（就労による経済的自立）  

一人ひとりの勤労観、職業観を育てるキャリア教育を学齢期から行   

。  

フリーターの常用雇用化を支援する。  

若者や母子家庭の母等、経済的自立が困難な者の就労を支援する。  

（健康で豊かな生活のための時間の確保）  

労使による長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進など、労働   

時間等の設定改善の取組を支援する。  

・ 家事サービス等についての情報提供に対する支援をする。  

（多様な働き方の選択）  

育児・介護休業、短時間勤務、短時間正社員制度、テレワークとい   

った多様な働き方を推進するとともに、パート労働者の均衡待遇の推   

進、働く意欲と能力のある女性や高齢者の再就職や就業継続の支援、   

促進等、その多様な働き方を推進するための条件を整備する。  

在宅就業の環境整備のための枠組みを検討する。  

男性の育児休業の取得促進方策の検討等を進め、男性の子育て参加   

の支援・促進を図る。  

多様な働き方に対応した保育サービスの充実等多様な子育て支援を   

推進する。  

地方公共団体等による育児・介護の社会的基盤づくりを支援する。  

多様な教育訓練システムの充実等、職業能力の形成支援に係る労働   

市場の社会的基盤を整備する。  

－8－   



（4） 地方公共団体の取組  

地方の実情に即した、仕事と生活の調和の実現に向けた住民の理解  

や合意形成を促進する。N PO等の活動を通じて中小企業経営者等の  

取組の促進を図る。  

仕事と生活の調和を実現している企業を社会的に評価する。  

多様な働き方に対応した保育サービスの充実等多様な子育て支援を  

展開する。  

地域の実情に応じて、育児一介護等を行う家族を支える社会的基盤  

を形成する。  

4 仕事と生活の調和の実現の進捗状況の点検・評価   

数値目標の設定や「仕事と生活の調和」実現度指標の活用により、仕事と   

生活の調和した社会の実現に向けた全体としての進捗状況を把握・評価し、   

政策への反映を図る。また、憲章、本行動指針の点検・評価を行うため、学   

識経験者、．労使の代表で構成される検討の場を設け、数値目標や「仕事と生   

活の調和＿1実現度指標についても必要に応じて見直すこととする。  

5 数値目標（別紙1）   

仕事と生活の調和した社会の実現に向けた企業、働く者、国民、国及び地   

方公共団体の取組を推進するための社会全体の目標として、政策によって一   

定の影響を及ぼすことができる項目について数値目標を設定する。この数値   

目標は、社会全体として達成することを目指す目標であり、個々の個人や企   

業に課されるものではない。10年後の目標値は、取組が進んだ場合に達成さ   

れる水準（①個人の希望が実現した場合を想定して推計した水準、又は、②   

施策の推進によって現状値や過去の傾向を押し上げた場合を想定して推計し   

た水準等）を設定することを基本とし、また、その実現に向けての中間的な   

目標値として5年後の数値目標を設定する。  

6 「仕事と生活の調和」実現度指標の在り方（別紙2）   

「仕事と生活の調和」実現度指標とは、我が国の社会全体でみた（弧個人の  

暮らし全般に渡る仕事と生活の調和の実現状況（個人の実現度指標）と、②   

それを促進するための環境の整備状況（環境整備指標）を数量的に把握する   

ものである。個人の実現度指標については、「Ⅰ 仕事・働き方」、「Ⅱ 家  

庭生活」、「Ⅲ 地域一社会活動」、「Ⅳ 学習や趣味一娯楽等」、「Ⅴ 健康・  

－リー   



休養」の5分野ごとに中項目、小項目を設け、環境整備指標については分野  

を設けず1つの指標とする。「仕事と生活の調和」実現度指標では、本行動  

指針で数値目標とされた指標を含む別紙2の構成要素に掲げられた指標を合  

成して作成する。この「仕事と生活の調和」実現度指標は、目標として設定  

するものではなく、仕事と生活の調和の進展度合いを測るものである。なお、  

憲章で定める「就労による経済的自立が可能な社会」、「健康で豊かな生活の  

ための時間が確保できる社会」、「多様な働き方・生き方が選択できる社会」  

の3つの社会の姿の実現状況も本指標により把握することができる。  
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数値目標  

王別犬  
目標値  

数値目標設定指標  
5年後（2012年） lO年後（2017年）   

25～34歳 男性  903％   93ヘノ94％   93ヘノ94％  

25～44歳 女性  64．9％   67′、＼一70％   69へて2％  

丁 1  

京尤  
60～64歳 男女計 52．6％   56～57％   60～61％  

65ヘノ69歳 男女言十 3469ら   37％   38～39％  

云的  

自   16％   24％（5割増J  
立  （Ⅱ、Ⅲにモ馬引つるものである）   し1996年へ′2005年摩の10年間平均う   〔2011年度）  
が  

3  フリーターの数   
187万人   ヒーっ時の3／／4に減少   ヒーク時の2／3に減少  

（平成15年にとⅦワの217フ＝ラ人）   〔162．8万人以下〕   （144．7万人以下〕   

Ⅱ  
健   
康  

415％   60％   全ての企業で実施  

で  
曲  ⊆⊇  

か  

10．8％   2割減   半減  
5  過労働時間（う0時間以上の雇用者の割 合  

責め  46．6％   60％   完全取得  

の  

時  
問  
が  
確  

23．5％   50％   80％   

保   

B  テレワーカー比率   
20％  

10．4％  （、2010年まて1  

短時間勤務を選択できる事業所の割告  
9   （短時間正社員制度等）   

〔参考〕8．6％以下   10％   25％  

Ⅲ  
多  
様  
な  

田  自己告発を行っている労働者の割合   46．2％（正社員〕   60％〔正社員）   70％（正社員）   
23．4％〔非正社員〕   40％〔非正社員）   50％（非正社昌）  

き  

万  

生   
き  

38．0％   45％   55％  

万  
が  

選  保毒づービス（3歳未満児〕  
20．3％   

29％   38％  
択  保育等の子育てサービスを提供してい  
で   
き  放課後児童クラブ（小学1年′、、ノ3年）  

19．0％   
40％   60％  

女性：72．3％   女性二80％   女性：80％  

る 社 ∴  

男性：0．50％   男性こ 5％   男性：10％  

1［］当たり   

60分   
1時間45分   2時間30分  
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指標（現状値）の算定方法等  

3フリーターの数  

【総務省「労働力調査（詳細結果）」（平成18年平均）】15歳から34歳までで、男性は卒業者、女性は卒業          で未婚の者のうら、、1雇用者のうち「ハート・アルバイト」の者、象完全失業者のうら探している仕事の形態  
が「ハート・アルバイト」の者、：3非労働力人口のうち希望する仕事の形態が「ハート・アルバイト」で家事  
も通学も就業内定もしていない「その他」の者の合計  

労働時間等の課題について労使が話し合いの機会を設けている割合  
【厚生矧動省「平成19年労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和に関する意識調査」】企  

業規模30人以上の農林漁業を除＜全業種から無作為に抽出した企業における、「労働時間等設定改善委員芸を  
はじめとする労使間の話し合いの機会rJを「設けている」と回答した企業の割合  

注）労働時間等設定改善委員芸での話し合い以外にも、例えば、プロジ工クトチームの組織化、労働組合との  
定期協議の実施、労使懇談会の開催等が含まれる。  

⑫過労働時間60時間以上の雇用者の割合  
【総務省「労働力調査」（平成18年）】非農林業雇用者（休業者を除く）総数に占める週間就業日≒亨問（年平均  

結実）が60時間以上の者の割合  

各 年次有給休暇取得率           【厚生労働省「就労条件総合調査」（平成19年）】企業規模30人以上の企業における、全甘又得日数／全付与           日数（繰越日数を含まない）  
注）10年後の目標値としての「完全甘又得」とは、労働者が自ら希望する留保分を考慮したものである。  

？メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所割合  
【厚生労働省「労働者健康状況調査」（平成14年）】10人以上規模事業所における「心の健康対策（メンタ  

ルヘルスケア）に取り組んでいる」と回答した事業所割合  
注）「心の健康対策（メンタルヘルスケア）」の甘又組内容としては、「相談（カウンセリング）の実施」、「定期健  

康言多断における問診」、「職場環境の改善」のほか、「労働者に対する教育研修、情報提供」、「労働者の日常的           に接する管理監督者に対する教育研修、情報提供」、「事業所内の産業保健スタッフ、人事労務担当者に対する           教育研修 
、情報提供」なども含まれる。  

⑧ テレワーカー比率  
【国土交通省「テレワーク実態調査」（平成17年度）】就業者人口（総務省「就業構造基本調査」（平成14  

年）の有業者総数）に占めるテレワーカー（注）の割合  
注）テレワーク実態調査におけるテレワーカーの定義  

○以下のA．B．C．D．の4つの条件をすべて満たす人  
A．ふだん収入を伴う仕事を行っている  
B．仕事で電子メールなどの什（ネットワーク）を使用している  
C．1Tを利用する仕事場所が複数ある、又は1ケ所だけの場合は自分の所属する部署のある場所以外である  
D．自分の所属する部署以外で仕事を行う時間が、1週間あたり8時間以上である  

算短時間勤務を選択できる事業所の割合（短時間正社員制度等）  
「短時間正社員」の定義：フルタイム正社員より一週間の所定労働時間が短い正社員をいい、1フルタイム  

正社員が育児・介護に加え、地土或活動、自己啓発その他何らかの理由により短時間・短日勤務を二定期間行う  
場合と、（2J正社員の所定労働時間を恒常的に短くする場合の双方を含む。  

「短時蘭勤務を選択できる事業所の割合」としては、短時間正社員制度を就業規則に明文化している場合に加  
え、そのような働き方が選択できる状態になっている場合も含まれるように調査を実施する予定。  

（参考）  

人事院「平成17年民間企業の勤務条件制度等調査の結果について」によれば、100人以上の企業における育  
児・介護以外の事由を認める短時間勤務制がある企業数割合は8．6％以下 → 自己告発（1．9％）、地土或活動  
（1．6％）、高齢者の退職準備（1．7％）、その他の事由（2．3％）（以上複数回害）、事由を問わず喜黒める（1．1  

％）  

自己啓発を行っている労働者の割合  
【厚生労働省「職業能力開発基本調査」（平成18年度）】従業員規模30人以上の企業から無作為に抽出した  

事業所の従業員における「自己啓発を行った」と回害した者の割合  
注）職業能力開発基本調査における用語の定義  

正社員：常用労働者のうら、－般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人をいう。  
非正社員：常用労働者のうら、一般に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人以外の人をいう（「0屈  

託」、「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人など）。  
自己啓発：労働者が職業生活を継続するために行う、職業に関する能力を自発的に開発し、向上させるた  

めの活動（職業に関係ない趣味、娯楽、スポーツ、健康増進等のためのものは含まない）。  

J〕〕第1子出産前後の女性の継続就業率  
【国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」（平成17年）】2000年から2004年の階に第1子を  

出産した女性について、第1子妊娠前に就業していた者に占める第1子1歳時にも就業していた者の割合  

腫 保育等の子育てサービスを提供している割合一保育サービス（3歳末満児）－  
【厚生労働省「福祉行政報告例」（平成19年4月）、総務省「人口推計年報」（平成18年）】保育所利用児童数  
／ 3歳末満人口  

保育等の子育てサービスを提供している割合一放課後児童クラブ（小学1年～小学3年）一  
【文部科学省「学校基本調査」（平成19年）、厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課調査（平成19  

年）】放課後児童クラブ登録児童数 ／ 小学校1～3年生の就学児童数  

注）保育等の子育てサービスを提供している割合は、他の目標の進捗状況によって目標の達成が左石される。  

⑬ 男女の育児休業取得率  
【厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成17年度）】5人以上規模事業所における2004年4月1日から2  

005年3月31日までの1年間の出産者又は配偶者が出産した者に占める育児休業日又得者（2005年10月1日ま  
でに育児休業を開始した者）の割合  

し〕ギ6歳末満の子どもをもつ男性の育児・家事関連時間  
【総務省「社会生活基本調査」（平成18年）】6歳未満の子どもをもつ男性の1日当たりの「家事」、「介護・  

看護」、「育児」、「買い物」の合計の時間  
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［車重亡］   

「仕 事 と 生 活 の 調 和」実 現 度 指 標 に つ い て  

「仕事と生活の調和」実現度指標は、我が国の社会全休でみた1個人の暮らし全般に渡る仕事と生活の調和の実現状況と、2それを促進するための環境の整備状況を数量的に把握し、その進展度合いを測定するものてある  

Ⅰ．個人の実現度指標  
「個人の実現度指標」は、5分野毎に指標を′則足する 各5分野別の指標は更に、中項目、小項目指標に分かれる 小碩目指標を行動指針における「仕事と生活の調和が実現した社会の姿」で整理する」とにより、その状況を把握する  

ことが可能となるこ なお、各指標は、本行動指針で定める数値目標のほか、仕事と生活の調和に関連する統計構成要素を合成することにより作成する  

仕事と生活の調和が実現した社会の姿  

就労による経済的自立  
が可能な社会  

健康で豊かな生活のため  

の時間が確保できる社会  
多様な働き方・生き方  
が選択できる社会  

左記の指標を作成するための構成要素  

（標準化塞1した各構成要素を合成・指数化する。）  中項目指痘「  小  項  目  指  標  

⊥
〕
・
 
 

∵ト 」  一し  

】  
ト      軒  

ノ」＼  

仙r l   

「  rl】    ㌧  

】「 †「 川  

‡り ／1    F】11  】1111  
1いl】I  

年次有給休暇取得率 √●  L  川J  

5分野、中項目及び小項目毎に合成指標を作成する。これによ  
※1「標準化」とは、単位や変動幅が異なるデータを同等に扱えるように調整すること。  

※2 太字は数値目標（以下同）   合を測ることが可能となる。  



Ⅱ．環境整備指標  
環境整備指標については、分野を設けず一つの指標として測定する。なお、同指標は、本行動指針で定める数値目標のほか、仕事と生活の調和に関連する統計（構成要素）を合成することにより作成する。  

仕事と生活の調和が実現した社会の姿  

左記の指標を作成するための構成要素   

（標準化※1した各構成要素を合成・指数化する。）  

くつ  
公共職鳶宜走所∨り澗鋸捏・真相掛‡、離職音訓練終」′経（ハ暮耕誠一手  

く⇒  
労働時間等の課題について労使が話し合いの機会を設けている割合※2、iく！与＝本  
鞘制痩力もるか業宵．′㌻  

く⇒  
メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所割合、惟煉ノ」こし 二上‡よL」組んご、、ろ  
・ト芸所芳情  

次世ftは」‾一．ト）く・般や戊」」軌－il画材′L・届出か某牧∴次世帖ム∴．ト）くけこ1′．L  

か業虻∴1ン・ライノ・′、ランス実施か業をよ軒守る制度宣瑠J∵いろ‖清住  

制作、短時間勤務を選択できる事業所の割合（短時間正社員制度等）、ホ≠ユ・行諸  
しりためゾ）勤務時牒律再訂軒廿借間ノ榊りと∴ゝ青）る・紅葉所し7洒」合、宇目一卜介。酎木業制度  

し畑規定在り≠業廟彗帰 I′√J石．穫休叩」制度しJ）規定んりか某所甘いIl声Ifト＼直紅  
梅制J射、′ケノろ宰業所割合、リ、∵レンンニ▼・ゆとり－舌勤．二村うる女ほ・接世相度∴ゝ  

あろか業割．′ナ、職〔1肌ボランティ7活動こ対十ノニk援・緩川棚JJ隻う、1ト〕る1＼業．1調合  

労働相ゾ）IIJ啓発を支援Lていろや牒潮撒け、F】‡：人牛用り選抜美施校数、‖て藩  
育施‖芸ここお．ナる′，⊥和い。削隻数、特1王■非甘裾L用如上人詰宜摘史 仁製計、シルバー人力  

センター会＝敬  

いろ＝冶≠割合  

士こぅご親し′ノ評価亘＝1∴「ノーク・ライ7・ハランス取紺を採川して  

保育サービスを提供している割合（3歳末溝児）、り川lh・．・，祉イノJ二蛙ノJ㌧こ持主山車叫  

†ト′）敷、．－狛L∵ビ㍉園ハ狭、放課後児童クラブを提供している割合、叛躁楼」’ヒ  
i教ヰしけ美旋筐」所灘∴ 症祀∵小満雄冊打力吏施牒l所王笑、・豊什‖倭・L豊⊥1毒．．さ二∴i■首叛  

∴叶上る小：とれ三嘩（友ほ〕1ト斗∴u㌃拾首焙  

※1「標準化」とは、単位や変動幅が異なるデータを同等に扱え  

るように調整すること。  

※2 太字は数値目標（以下同）   

合成指標を作成する。これにより、環境整備  

の進展度合いを測ることが可能となる。  
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「仕事と生活の調和（ワーク・ライフーバランス）憲章」及び  

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の策定  

「憲章」：国民的な取組の大きな方向性を提示  

「行動指針」：企業や働く者等の効果的取組、国や地方公共団体の施策の方針  

【「憲章」と「行動指針」の意義】  

【従来】働き方の見直しは、個々の企業の取組に依存→ 一部の先進的な取組にとどまり、社会的な広がりに欠けていた  

【今般】政府や有識者に加え、経済界、労働界及び地方のトップで協議、合意→ 社会全体を動かす大きな契機に  

【働き方の二極化】  

○企業間競争の激化、経済低迷や産業構造の変化→ 正社員以外の労働者が大幅に増加、正社員の労働時間の高止まり  
【共働き世帯の増加と変わらない働き方・役割分担意識】  

○【かつて】夫が働き、妻が専業主婦として家庭や地域で役割を担うという姿が一般的  

【現在】女性の社会参加等により、勤労者世帯の過半数が共働き世帯。働き方や子育て支援などの社会的基盤は従来のまま。  
職場や家庭、地域では、男女の固定的な役割分担意識が残存。  

ーー＝「… 二＝＝F  

【仕事と生活の間で問題を抱える人の増加】  

○正社員以外の働き方の増加 → 経済的に自立できない層  

○長時間労働 →「心身の疲労」「家族の団らんを持てない層」  

→ 仕事と子  動き方の選択肢の  

【少子化対策や労働力確保が社会全体の課題に】  

○結婚や子育てに関する人々の希望を実現しにくいものにし、急速な少子化の要因に  

○働き方の選択肢が限定、女性や高齢者等の多様な人材を活かすことができない  
1曜＝＝長盛盛幽幽遠ロー－  

○個人の生き方や人生の段階に応じて多様な働き方の選択を可能にする必要  

生産性の向上や競争力の強化に＝「明日への投資」   ○働き方の見直しが、  



仕事と生活の調和が実現した社会の姿  

国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活など  

においても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会  

①就労による経済的自立が可能な社会   

経済的自立を必要とする者とりわけ若者がいきいきと働くこと   

ができ、かつ、経済的に自立可能な働き方ができ、結婚や子   

育てに関する希望の実現などに向けて、暮らしの経済的基盤   
が確保できる。  

《行動指針に掲げる目標（代表例）》  

○就業率（②、③にも関連）  
＜女性（25～44歳）＞  

現状64．9％→2017年69～72％  
＜高齢者（60～64歳）＞  

現状52．6％→2017年60～61％  

○フリーターの数  

現状187万人→2017年  
144．7万人以下  

②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会  

《行動指針に掲げる目標（代表例）》  

○過労働時間60時間以上の雇用者の割合  

現状10．8％→2017年半減  

○年次有給休暇取得率  
現状46．6％→2017年完全取得  

働く人々の健康が保持され、家族1友人などとの充実した  

時間、自己啓発や地域活動への参加のための時間などを  

持てる豊かな生活ができる。  

③多様な働き方・生き方が選択できる社会  《行動指針に掲げる目標（代表例）》  

○第1子出産前後の女牲の継続就業率  

現状38．0％→2017年55％  
○育児休業取得率  

（女性）現状72．3％→2017年80％  
（男性）現状0．50％→2017年10％  

○男性の育児t家事時間（6歳末溝児のいる家庭）  

現状60分／日→2017年2．5時間／日   

性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意欲と能力を持って  
様々な働き方や生き方に挑戦できる機会が提供されており、子  
育てや親の介護が必要な時期など個人の置かれた状況に応じ  

て多様で柔軟な働き方が選択でき、しかも公正な処遇が確保さ  
れている。  



関 係 者 が 果 た す べ き 役 割  

国一地方自治体  

我が国の社会を持続可能で確かなものとすることに関わるこ  

とから、国と地方公共団体も、企業や働く者、国民の取組を  
積極的に支援するとともに、多様な働き方に対応した子育て  

支援や介護などのための社会的基盤づくりを積極的に実施  

《行動指針に掲げる具体的な取組》  

（総論）  

○実現に向けた枠組みづくり  

・国民運動の展開（政労使合意・地域の実情に応じた展開）   

■制度的枠組の構築（企業の次世代育成支援の取組促進、働き  

方に中立的な税■社会保障制度の検討）  

・取組企業への支援、社会的評価（企業情報の収集・提供、中  

小企業への支援、顕彰制度等）  

○ 関係法令の周知と遵守のための監督指導の強化  

（就労による経済的自立）   

○ 若年者等の経済的自立の支援  

（健康で豊かな生活のための時間の確保）  

○ 労使による長時間労働の抑制等のための労働時間等の設定   

改善のための取組の支援  

（多様な働き方の選択）   

○ 保育サービスの充実等の多様な働き方に対応した子育て支   

援の推進、地域で育児一介護等を行う家族を支える社会的基盤   

の形成  

企業と働く者  

個々の企業の実情に合った効果的な進め方を労使で  

話し合い、自主的に取り組んでいくことが基本  

《行動指針に掲げる具体的な取組》  

（総論）  

○経営トップのリーダーシップの発揮による職場風土改革のため   

の意識改革、柔軟な働き方の実現等  

○目標策定、計画的取組、点検の仕組、着実な実行  

○労使で働き方を見直し、業務の見直し等により、時間当たり生   

産性を向上  

（就労による経済的自立）  

○人物本位による正当な評価に基づく採用の推進   

○就業形態に関わらない公正な処遇等  

（健康で豊かな生活のための時間の確保）   

○労働時間関連法令の遵守の徹底  

○労使による長時間労働の抑制等のための労働時間等の設定   

改善のための業務見直しや要員確保の推進  

（多様な働き方の選択）   

○育児・介護休業、短時間勤務、短時間正社員制度、テレワーク、   

在宅就業など個人の置かれた状況に応じた柔軟な働き方を支え   

る制度整備と利用しやすい職場風土づくりの推進   

○女性や高齢者等への再就職・継続就業機会の提供  

、ニ  

進 捗 状 況 の 点 検・評 価  
O「仕事と生活の調和」実現度指標等の活用により、全体としての進捗状況を把握・評価し、政策へ反映  
○ 憲章、行動指針の点検t評価を行うため、学識経験者、労使の代表で構成される検討の場を設置   



ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議構成員名簿  

（関係閣僚）   

内閣官房長官  

内閣府特命担当大臣（少子化対策、男女共同参画）   

内閣府特命担当大臣（経済財政政策）   

総務大臣   

厚生労働大臣   

経済産業大臣  

（団体の代表者）  

′たしい し：ム  

御手洗 富士夫 （社）日本経済団体連合会会長  
、、 三 ．  二  

山口   

たかさ     ノJL L 高木  剛   

．－・・Jl、 1－－・・、  
巌 オ窟  

日本商工会議所会頭   

日本労働組合総連合会会長   

NHK関連労働組合連合会議長   

全国知事会会長  

（有識者）  

おおさわ  

大沢  

さとう 佐藤   

ひ ぐナ 

ぺ）L／J 八代  

仁   一ノ   ー 真知子  

り＼7）こゝ 博樹  

上し j； 美雄  

／工おひろ  

尚宏  

日本女子大学人間社会学部教授   

東京大学社会科学研究所教授   

慶鷹義塾大学商学部教授   

国際基督教大学教養学部教授  

〔有識者については五十音順・敬称略〕  
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「働き方を変える、「1本を変える行動指針」（仮称）  

策定作業部会名簿  

（有識者）  

内水 ゆか千  

大沢 貢知丁  

佐藤 博樹  

武石 恵美子  

樋口 美碓  

八代 尚宏  

山川 隆  

特定非営利活動法人J」〟i11理事長   

口本女子大学人間社会学部教授   

東京村学徒会科学朝究所教授   

法政大学キャリアデザイン学部教授   

慶應義塾大学商学部教授   

国際基督教大学教養学部教授   

慶應義塾大学大学院法務研究科教授  

（印体〃）代表者）   

使用者代表  

絶睡  （社）［1本経済団体連合会専務理事   

東京商1二会議所人l澗題委員会副委員長   

（醍醐建設株式会社代表取締役社長）   

（杜）日本経済団体連合会労働法規委員会  

労務管理問題検討部会長  

田中 常雅  

坂汀1甲  

労働代表  

占▲賀 仲明  

横山 陽予  

杉山 豊治  

日本労働組合総連合会事務局長   

日本サービス・流通労働組合連合中央執行役貝   

情報産業労働組合連合会政策局長  

－ニト   



官民トップ会議と作業部会の開催実績  

○ ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議  
第1回  平成19年7月17日（火）  ・ワーク・ライフ・バランス憲章及び行動  

定について  

・行動指針策定作業部会について   

第2回  平成19年12月18日（火）  ・「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・／  

憲章（案）」及び「仕事と生活の調和推進の  

動指針（案）」について  

・署名、政労使の決意表明   

○ 行動指針策定作業部会  
第1回  平成19年8月31日（金）  －ワーク・ライフ・バランス憲章（仮称）及び  

指針（仮称）の作成の経緯について  

一今後のスケジュール、議論の進め方について  

－ワーク・ライフ・バランスの必要性について   

第2回  平成19年9月26日（水）  ・関係者ヒアリング  

・ワーク・ライフ・バランス憲章（仮称）のイ  

ジについて   

第3回  平成19年10月2日（火）  ・「働き方を変える、日本を変える行動指針」用  
のイメージについて   

第4回  平成19年10月18日（木）  ・ワーク・ライフ＝バランス憲章（骨子案）及U  

動指針」に盛り込む内容について（案）  

・数値目標の検討状況について  

・ワーク・ライフ㌧バランス社会の実現度指標  

討状況について   

第5回  平成19年10月31日（水）  ・ワーク・ライフ・バランス憲章（案）及び「行  

針」に盛り込む内容について（案）  

・数値目標の検討状況について  

・ワーク・ライフリベランス社会の実現度指標に  

て   

第6回  平成19年11月9日（金）  ・り一ク・ライフ・バランス憲章（案）及び「行  

針」に盛り込む内容について  

・数値目標（案）について   

第7回  平成19年11月14日（水）  ・「ワーク・ライフ・バランス憲章（案）」及び「  

指針に盛り込む内容について」（修正点について  

・ワーク・ライフ・バランス社会の実現度指標  

について   

第8回  平成19年11月28日（水）  ・「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラニ  

憲章（案）」及び「仕事と生活の調和推進のため  

動指針（案）」について  

・「ワーク・ライフ・バランス社会の実現度指標（  

について   

－22－   



憲章・行動指針の策定に至る経緯について  

○ 経済財政諮問会議労働市場改革専門調査会第一次報告（平成19年4月6日）  

第3章《ワークライフバランス憲章一働き方を変える、日本を変える－》の策定  

2．ワークライフバランス実現への本格的取組み  

（《ワークライフバランス憲章一働き方を変える、日本を変える－》の策定）   

ワークライフバランスを実現するためには、過去に同様な状況に直面したイギリス等  

の国々の経験に照らして、政労使による大きな国民運動を巻き起こし、大胆な意識改  

革を図るとともに、具体的な取組みを果敢に進める必要がある。このため、政府は、  

／ 〈ランス憲章一働き方を変え  《ワークライフ   る、日本を変える－》を策定し、ワークライフ  

バランスの実現に向けた本格的な取組みを進めるものとする。  

○ 経済財政諮問会議民間議員ペーパー（平成19年4月6日）   

（『働き方を変える行動指針』の制定に向けて）  

3、ヒ乙ニクライフ／i乏ンネ憲章」を基本的な考え方とし、官民あげて、仕事と生活の両  

立を目指す『働き方を変える行動指針』を策定すべきである。この『行動指針』は、関  

係各省及び「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議や男女共同参画会議  

と連携をとり、少子化社会対策基本法などこれまでの取組も盛り込んだ、政府の横断  

的な政策方針とするとともに、経済界・労働界をはじめ社会全般にわたるイノベイティ  

ブ・キャンペーンの展開などを含む必要がある。  

4、『行動指針』は、労働市場改革専門調査会報告にあるような、就業率向上や労働時   

間短縮などの数値目標を明確に掲げ、PDCAサイクルのもとで実績を検証しながら、   

その確実な達成を図るべきである。  

一三〕－   



○ ワーク・ライフ・バランス憲章、行動指針に関する総理発音   

（平成19年4月6日 経済財政諮問会議）  

長時間労働を前提として経済が成り立つ、また仕事が成り立つというのは、やはりそ   

れは間違っているのだろうと思う。その観点から、生産性を上げていく努力をする、質を   

高めていく努力をするというのは当然であろうし、また家族と時間を過ごすということは、   

これはやはり家族がしっかりしていなければ国が成り立たないという根本にも遡るだろ   

うと思う。そういう意味においてもワークライフバランスは大切であり、少子化対策等の   

観点からも重要なテーマであろうと思うので、安倍内閣として本格的に取り組みたいと  

思う。民間議員から提案のあった「働き方を変える行動指針」について、政府部内で   

十分連携し、とりまとめることとしたいと思うので、よろしくお願いしたい。  

○ 男女共同参画会議仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する専門調査   

会「ワーク・ライフ・バランス」推進の基本的方向（平成19年5月24日）  

おわりに  

現在、ワーク・ライフリ〈ランスの推進について、政府において様々な検討が行われ   

ている。経済財政諮問会議、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議におい  

ては、「ワーク・ライフーバランス憲章」や「働き方の改革を推進する行動指針」を策定す   

ることが提案されているところであり、男女共同参画会議としてもこれらの会議等と十  

分な連携を図っていく必要がある。  

O「子どもと家族を応援する日本」重点戦略中間報告（平成19年6月1日）  

重点戦略策定に向けての基本的考え方  

3重点戦略策定の方向性  

（働き方の改革によるワークうイフり〈ランスの実現）  

国民が働き方についての意識を変え、企業も行動を変えていくためには、社会全体  

でワーク・ライフ・バランスを達成する国民運動のみならず、関係府省や地方公共団体  

が一体となって、総合的かつ体系的な施策の展開を図っていく必要がある。このため、  

「り糊十」  

を政策のパッケージとして策定することが必要である。  

－24－   



O「経済財政改革の基本方針2007（骨太方針）」（平成19年6月19日閣議決定）  

3．労働市場改革  

人口減少下で貴重な人材がいかされるには、すべての人が働きがいと意欲を持ち、自ら  

の希望に基づいて安心して働けることが重要である。その観点から、複線型でフェアな働  

き方の実現に向けた労働市場改革に取り組む。  

【改革のポイント】  

1．働き方の改革の第一弾として、仕事と家庭・地域生活の両立が可能なワーク・ライフ・  

バランスの実現に向け、「ワーク・ライフ・バランス憲章」（仮称。以下、「憲章」という。）及  

び「働き方を変える、日本を変える行動指針」（仮称。以下、「行動指針」という。）を策定  

する  

2．労働市場改革について引き続き検討を進める。  

【具体的手段】  

（1）「憲章」及び「行動指針」の策定  

経済財政諮問会議「労働市場改革専門調査会」（以下、「専門調査会」という。）、男女共  

同参画会議「仕事と生活の調和（ワークうイプリ〈ランス）に関する専門調査会」、「『子ど  

もと家族を応援する日本』重点戦略検討会議」の提言等を踏まえ、関係府省の連携の下  

に、平成19年内を目途に「憲章」及び以下の内容を含めた「行動指針」を策定する。経  

済財政諮問会議は、策定作業の進ちょく状況について報告を受け、議論を行う。  

・就業率向上や労働時間短縮などの数値目標  

・ワーーク・ラィ「フ・バランス社会の実現度を把握するための指標の在り方  

・ワ・－クうイフ・バランスの実現に向けた支援施策、制度改革等に関する政府の横断   

的な政策方針  

・経済界・労働界を含む国民運動の推進に向けた取組方針  

（2）労働市場改革についての検討  

専門調査会において、冒頭の趣旨を踏まえて労働市場改革をめぐる課題について引き  

続き検討を進め、その報告等を踏まえ、経済財政諮問会議で議論を行う。  
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経済財政諮問会議  

（労働市場改革専門調査会）  

（議長）  

・官房長官  

（メンバー）  

・経済界・労働界・自治体の代表者  

・有識者  

・関係閣僚  

「子どもと家族を応援する日本」  

重点戦略会議  

男女共同参画会議  

（ワークうイフ・バランスに関する  

専門調査会）  

（メンバー）  

・経済界・労働界の代表者  

・有識者   



1若年者等における正社員以外の増加  
○近年、正規雇用者数は減少傾向にある一方、非正規雇用者は一貫して増加（概ね3人に1人）  
○男性では、非正社員の方が正社員に比べ、結婚している確率が低い。  

○有配偶者の占める割合（男性、2002年）  ○正規雇用者と非正規雇用者の推移  
契約社員・  

嘱託・その他  
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（注）雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。  

（資料）2000年までは総務省「労働力調査（特別調査）」（2月調査）  

2005年は総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）による。  

（注）「パートアル／〈イト就業者等」とは、パート・アルバイト就  
業者と、無業者のうちパート・アルバイトでの就業を希望する者  
の合計。在学者を除く  
（資料）総務省「就業構造基本調査」   



2 労働時間の二極化、共働き世帯数の増加  
○近年、全労働者平均では労働時間は減少してきたが、これは主にパートタイム労働者の比率が増えた   

ことが要因であり、一般労働者及びパートタイム労働者ともに労働時間は横ばいの状況。  

○近年、共働き世帯が増加し、雇用者世帯の過半数を占めている。  

○就業形態別年間総実労働時間及び   

パートタイム労働者比率の推移  
○共働き等世帯数の推移  
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（資料）昭和55年から平成13年は総務省「労働力調査特別調査」（各年2月，ただし，昭和55  

年から昭和57年は各年3月）、14年以降は「労働力調査（詳細結果）」（年平均）より作成。   

パートタイム労働者の年間総実労働時間  

5  6  7  8  9 10 1112 13 14 15 16 17 18  
（資料）厚生労働省「毎月勤労統計調査」  

（注）事業所規模30人以上  



3 就業と結婚・出産一子育ての「二者択一」状況  

○出産前に仕事をしていた女性の約7割が出産を機に退職しており、育児休業制度の利用は増えてい   
るものの、出産前後で就労継続している女性の割合は、この20年間ほとんど変化がない。  

○子どもの出生年別、第1子出産前後の妻の就業経歴  ○第1子出産前後の女性の就業状況の変化  

100％  

90％  

80％  

70％  

60％  

50％  

40％  

30％  

20％  

10％  

0％  

7．7％  
1．3％  

5．7％  9．5％  

1－5登  

出産  

1年前  

出産1年前の  

有職者の出産  

半年後の状況  
1985－89 1990－94 1995－99  2000－04  

子どもの出生年  

休 利用） □就業継続（育休なし）  閻就業継続（育  

□出産退職  □妊娠前から無職  
□その他・不詳  

（資料）国立社会保障・人口問題研究所「第13回出生動向基本調査  

（夫婦調査）」   
（資料）厚生労働省「第個21世紀出生児縦断調査結果」（平成14年）  



仕事をやめた理由  

○両立が難しかった具体的理由  
（「仕事を続けたかったが仕事と育児の両立の難しさでやめた」と  

O「出産1年前には雇用者で現在は無職」で   

就学前の子供がいる女性が仕事をやめた   

理由  

特にない  

回答した者）  
（％）  

0  10  20  30  40  50  60  

自分の体力がもたなそうだった（も  

たなかった）   

育児休業をとれそうもなかった（と  

れなかった）   

保育園等の開所時間と勤務時間が  

合いそうになかった（合わなかった）   

子どもの病気等で度々休まざるを  

得ないため   

保育園等に子どもを預けられそう  

もなかった（預けられなかった）   

つわりや産後の不調など妊娠・出  

産に伴う体調不良のため  

会社に育児休業制度がなかった  

育児に対する配慮や理解のない  

職場だった  

家族がやめることを希望した  

その他  

（資料）日本労働研究機構「育児や介護と仕事の両立に関する調査」（平成15年）   



仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・ハうンス）憲章及び行動指針、   
「子どもと家族を応援する日本」重点戦略のポイント   

○ 重点戦略については、本年2月に検討会議（議長：官房長官）を設けて検討開  

始。6月の中間報告を経て12月に全体像をとりまとめ。  

○仕事と生活の調和の実現については、7月以来官民トップ会議（議長：官房長  
官）を設けて検討開始。12月に憲章及び行動指針を策定（重点戦略にも反  
映）。   

○策定の視点   

（1）少子化の背景には、結婚、出産・子育てに関する希望と現実の禾離が存在。  
（2）働き続けることと結婚して子どもを持つことの「二者択一」を迫られている状況  

を解決する必要。  
（人口減少に伴う労働力人口減少は経済成長面からも問題）  

＝⇒「二者択一」構造解決のため、  

①働き方の見直しによる「仕事と生活の調和」の実現  
②多様な働き方に対応した保育サービス等の子育て支援策の再構築  

を「車の両輪」として進めていく必要。   

○概要  

（1）仕事と生活の調和の実現  
国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果た  
すとともに、家庭や地域社会などにおいても、人生の各段階に応じて多様な生  
き方が選択■実現できる社会の実現に向けた国民各層それぞれの取組を促  

すもの。   

（2）子育て支援策の再構築  
①仕事と生活の調和を進め、希望どおり結婚、出産・子育てができるよう、多  

様な働き方に対応した保育サービスの充実等子育てを支える社会的基  
盤の整備が必要。  

②①のためには一定程度の効果的な財政投入が必要。財源は次世代の負  
担によって賄うことのないようその時点で手当が必要。  

※家族政策関連支出（2003年度）は、我が国がGDP比0．75％であるのに対し、イギリ  
ス、ドイツ、フランス、スウェーデン等では概ねGDP比2～3％を投入。  

※フランスの家族関係支出を日本の人口規模に換算すると10．6兆円。（※日本は3．  
7兆円（2003年度））  

※女性の就労希望等がすべてかなった場合の社会的コストの追加所要額は、1．5  
兆～2．4兆円。  

○今後の対応   

（1）平成20年度予算案に反映。   

（2．）家庭的保育や一時預かり等の制度化、企業や自治体の次世代育成支援行  
動計画の策定及び取組の一層の推進等については、先行して取り組む。   

（3）更に、費用分担等を含む具体的な制度設計については、税制改正の動向を  
踏まえつつ引き続き議論。  

－、ミト   



仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現  

Ⅰ意 義・緊要 性  

【従来】働き方の見直しは個々の企業の取組に依存→一部が先進的に取り組み、社会的広がりが欠如  

【今般】経済界、労働界、地方のトップで協議、合意→社会全体を動かす大きな契機に  

【働き方の二極化等】  

○競争の激化、経済低迷や産   
業構造の変化 → 正社員   

以外が大幅に増加、正社   
員の労働時間の高止まり  

○かつては専業主婦。現在は   
過半数が共働き世帯。  

→働き方や子育て支援など   

の社会的基盤は従来のまま  

→男女の固定的な役割分担   

意識が残存  

【少子化対策や労働力   

確保が社会全体の課   

題に】  

○結婚や子育てに関す   

る人々の希望を実現   

しにくいものにし、急速   

な少子化の要因に  

○働き方の選択肢が限   

定。女性、高齢者等   
の多様な人材を活か   

せない  

【仕事と生活の間で問題を抱  

える人の増加】  

○正社員以外の働き方の増   

加→経済的に自立できな   

い層  

○長時間労働→「心身の疲   

労」「家族の団らんを持て   

ない層」  

○働き方の選択肢の制約→  

仕事と子育ての両立が困難  

○個人の生き方や   

人生の段階に   

応じて多様な   

働き方の選択   

を可能にする必   

要  

○働き方の見直し   

が、生産性の   

向上や競争力   
の強化に＝「明   

日への投資」  

Ⅱ「憲章」及び「行動  

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（国民的な取組の大きな方向性の提示）  

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（企業や働く者等の効果的取組、国や地方公共団体の  
を策定  施策の方針）  

仕事と生活の調和が実現した社会の姿  

国民一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、  

家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多  

様な生き方が選択・実現できる社会  

①就労による経済的自立が  

可能な社会  

②健康で豊かな生活のため  

の時間が確保できる社会  

③多様な働き方・生き方が  

選択できる社会  

各主体の取組を推進するための社会全体の目標を設定  
（代表例）   

○第1子出産前後の女性の継続  

就業率   
38．0％→55％  

○育児休業取得率  
（女性）72．3％・→80％  
（男性）0．50％一す10％  

○男性の育児・家事関連時間  
（6歳未満児のいる家庭）   

60分／白→2．5時間／日  

○就業率（②、③にも関連）  
＜女性（25～44才）＞   

64．9％→69～72％  
＜高齢者（60～64才）＞   

52．6％・→60′）61％  

○フリーターの数  
187万人→144．7万人以下  

○過労働時間60時間以上の雇用  

者の割合  
10．8％ →半減  

○年次有給休暇取得率   
46．6％ －ナ完全取得  

（いずれも 現状→10年後）  

社会全体としての進捗状況を把握・評価し、政策に反映  

関係者が果たすべき役割  

企業と働＜者  

協調して生産性の向上に努めつつ、職  
場の意識や職場風土の改革とあわせ働  

き方の改革に自主的に取り組む  
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重 点 戦 略（仕事と生活の調和に関する部分以外）  

的な次世代育成支援の枠組みの構築  

仕事と生活の調和を推進し、国民の希望する結姫や出産・子育ての  

実現を支える給付・サービスの考え方  

①親の就労と子どもの育成   

の両立を支える支援   

○就業希望者を育児イ木業と保育  

（あるいはその組合せ）で切  

れ目なくカバーできる体制、   

仕組みの構築  

○そのための制度の弾力化（短  

時間勤務を含めた育児期の休  

業日又得方法の弾力化、家庭的  

保育など保育サーービスの提供  

手段の多様化  

○保音＝所から放課後児童クラブ   

ヘの切れ目のない移行  

③すべての子どもの健やか   

な育成の基盤となる  

地域の取組  

○妊婦健診の望ましい受診回数   

の確保のための支援の充実  

○各種地主或子育て支援の面的な  

展開（全戸訪問の実施、地域子  

育て支援拠点の整備）  

○安全一安心な子どもの放課後   

の居場所の設置  

○家庭的な環環における養護の   

充実なと、適切な養育を受けら   

れる体制の整備  

②すべての子どもの健やか  

な育成を支える   

対個人給付・サービス   

○“時預かりをすべての子ど   

も・子育て家庭に対するサービ   

スとして再構築（－一定のサービ   

ス水準の普遍化）  

○子育て世帯の支援ニーズに対  

応した経済的支援の実施  

一こニー⊥二＿二二二二二二‾－－ －  

利用者の視点に立った点検■評価とその  

子育て応援プラン」、地方公共団体の次世  

当   

結   

○利同者の視点に立った点検・評価手5去を構築  

○平成21年度までの現行のプラン（「子ども・   

代育成支援のための行動計画）の見直しに   

り込んで、定期的に点検評価を行い、その   

（PDCAサイク）L／を確立）  

】  
Ⅲ おわJi～支‡策力十刀l効果を発揮する≠めの国民の理角と意識改革～  

ヽヽ  －、ヽヽ‾   




